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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台の一面に砥粒が並べられている砥石の製造方法において、
　前記台と、切頂八面体形状からなる前記砥粒と、上面が平面形状に形成され、この砥粒
が仮接着される仮台と、この仮台に前記砥粒を仮接着する接着剤とを準備する工程と、
　前記仮台の上面に前記接着剤を塗布する工程と、
　前記仮台の上面に前記複数の面の内の一面を仮台の上面に密着するように、前記砥粒を
前記接着剤で仮接着する工程と、
　前記砥粒が下方に向くように前記仮台を反転させる工程と、
　この仮台を所定の角度に保ちながら前記台に対面させる工程と、
　めっき層により前記台に前記砥粒を接着する工程と、
　前記砥粒から前記仮台を引き離すことで、台の一面に砥粒が並べられている砥石を得る
工程とからなることを特徴とする砥石の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、台の一面に砥粒が並べられている砥石に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワークを研削する工具として、様々な種類の砥石が提案されている。これらの砥石の一
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つとして、台の一面に砥粒が並べられた砥石が知られている（例えば、特許文献１（図４
）参照。）。
【０００３】
　特許文献１を次図に基づいて説明する。
　図４（ａ）に示すように、台１０１の上面１０２に所定の距離ｗを保ちながらマスク１
０３を被せる。次に、（ｂ）に示すように、マスク１０３とマスク１０３の間に砥粒１０
４を配置し、めっき層１０５により砥粒１０４を台１０１に仮接着する。仮接着後、マス
ク１０３を除去し、（ｃ）に示すように、再度めっき処理を行うことで、砥粒１０４を台
１０１に本接着し、砥石１１０が完成する。
【０００４】
　この砥石１１０に用いられる砥粒１０４の外径は、（ｂ）に示すように、マスク１０３
の距離ｗよりも大きい。砥粒１０４の外径が所定の距離ｗよりも大きいことで、砥粒１０
４は、頂点１１１が上に向かって突出した状態で仮接着される。仮接着された砥粒１０４
は、（ｃ）に示すように、頂点１１１が上に向かって突出した状態で本接着される。
【０００５】
　頂点１１１が上に向かって突出することで、この砥石１１０で研削されるワークには、
頂点１１１が接触する。頂点１１１を挟む２面は、刃物でいうすくい面１１２及び逃げ面
１１３の役割を果たす。頂点１１１を挟む２面が、すくい面１１２及び逃げ面１１３の役
割を果たすことで、ワークを効率よく研削することができる。
【０００６】
　しかし、砥石１１０を製造するためには、マスク１０３が設けられた状態で仮接着をし
、マスク１０３除去後に再度本接着をする必要がある。即ち、めっき層１０５を２回に分
けて設ける必要があり、工数が増加する。
【０００７】
　少ない工数で製造することができる砥石の製造技術の提供が望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－３５８６４０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、少ない工数で製造することができる砥石の製造技術の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　請求項１に係る発明は、台の一面に砥粒が並べられている砥石の製造方法において、台
と、切頂八面体形状からなる砥粒と、上面が平面形状に形成され、この砥粒が仮接着され
る仮台と、この仮台に砥粒を仮接着する接着剤とを準備する工程と、仮台の上面に接着剤
を塗布する工程と、仮台の上面に前記複数の面の内の一面を仮台の上面に密着するように
、砥粒を前記接着剤で仮接着する工程と、砥粒が下方に向くように仮台を反転させる工程
と、この仮台を所定の角度に保ちながら前記台に対面させる工程と、めっき層により台に
砥粒を接着する工程と、砥粒から仮台を引き離すことで、台の一面に砥粒が並べられてい
る砥石を得る工程とからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１に係る発明では、仮台を所定の角度に保ちながら台に対面させ、めっき層によ
り台に砥粒を接着する。仮台が所定の角度に保たれることで、砥粒の頂点を台から突出す
る方向に向かせることができる。仮台を台に対面させるため、砥粒の頂点を台から突出す
る方向に向かせたまま、めっき層により砥粒を接着させることができる。即ち、砥粒を接
着する工程が１回で済み、めっき処理を２段階で行う場合に比べ、工数を少なくすること
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ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】準備工程から反転工程までを説明する図である。
【図２】砥粒接着工程から完成までを説明する図である。
【図３】本発明に係る砥石の作用を説明する図である。
【図４】従来の技術の基本原理を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態を添付図に基づいて以下に説明する。
【実施例】
【００１４】
　図１（ａ）に示されるように、砥粒１１と、この砥粒１１が仮接着される仮台１２と、
砥粒１１が接着される台１３と、砥粒１１を仮台１２に仮接着させる接着剤１４とを準備
する。
　砥粒１１は、切頂八面体形状の砥粒を用いる。
【００１５】
　次に、（ｂ）に示すように、仮台１２の上面１６に接着剤１４を塗布する。接着剤１４
を塗布したら、（ｃ）に示すように、エアピンセット１７で砥粒１１を接着剤１４の上方
まで移動させ、砥粒１１を仮接着させる。このとき、エアピンセット１７で吸引される砥
粒１１の面を第１の面１８と呼び、この第１の面１８に対向する面を第２の面１９と呼ぶ
。
【００１６】
　（ｃ）のｄ部拡大図である（ｄ）に示すように、仮接着させる場合は、第２の面１９が
仮台１２の上面１６に密着するよう、砥粒１１を仮台１２に向かって押し付ける。
　なお、砥粒１１を接着剤１４に仮接着させる場合は、エアピンセット（（ｃ）、符号１
７）以外の手段を用いてもよい。即ち、砥粒１１の第２の面１９を正確に上面１６に密着
させることができる手段であれば、任意の手段を用いることができる。第２の面１９を上
面１６に密着させる理由は、後述する。
【００１７】
　仮接着後に、（ｅ）に示すように、砥粒１１が下方を向くように仮台１２を反転させる
。
　仮接着された砥粒１１は、第１の面１８がめっき層を介して台（（ａ）、符号１３）に
接着される。詳細を次図で説明する。
【００１８】
　図２（ａ）に示すように、反転させた仮台１２をロボットアーム２２で支持し、めっき
装置２３内に設けられた台１３に対向させる。対向させた状態で、陽極にニッケル板２４
を接続し、陰極に台１３を接続してめっき処理を行う。なお、めっき処理は、ニッケルめ
っきに限られず、任意の処理を用いることができる。
【００１９】
　（ａ）のｂ矢視図である（ｂ）に示すように、台１３を長手方向の一端から見た場合に
、ロボットアーム２２は、台１３に対して所定の角度θ１だけ傾けて砥粒１１を支持する
。砥粒１１を傾けた状態のまま、めっき処理を行う。
【００２０】
　めっき処理を行うことで、（ｃ）に示すように、砥粒１１がめっき層２５により台１３
に接着される。砥粒１１が台１３に接着された後は、ロボットアーム２２を上昇させるこ
とで、砥粒１１を仮接着台１３から引き離す。このとき、砥粒１１が台１３側に残るよう
、めっき層２５の厚さ又は、接着剤１４の量を調整する必要がある。例えば、この例では
めっき層２５の厚さは、砥粒１１の平均粒径の５５％～６０％とされる。
　台１３の一面に砥粒１１が並べられている砥石３０が完成する。
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【００２１】
　（ｃ）のｄ矢視図である（ｄ）に示すように、水平方向に対して、第２の面１９がθ２
だけ傾けられた状態で、砥粒１１が台１３に接着される。このとき、確実に第２の面１９
を任意の角度に傾けるために、仮接着面（（ａ）、符号１６）に第２の面１９を密着させ
ておく必要がある。第２の面１９を密着させておくことで、図面表裏方向に設けられる複
数の砥粒１１の第２の面１９を、台１３の長手方向から見た場合に一致させることができ
る。
【００２２】
　図２をまとめて以下のようになる。即ち、本発明に係る砥石の製造方法によれば、仮台
１２を所定の角度θ１に保ちながら台１３に対面させ、めっき層２５により台１３に砥粒
１１を接着する。仮台１２が所定の角度θ１に保たれることで、砥粒１１の頂点３２を台
１３から突出する方向に向かせることができる。仮台１２を台１３に対面させるため、砥
粒１１の頂点３２を台１３から突出する方向に向かせたまま、めっき層２５により砥粒１
１を接着させることができる。即ち、砥粒１１を接着する工程が１回で済み、めっき処理
を２段階で行う場合に比べ、工数を少なくすることができる。
【００２３】
　また、砥粒１１の高さを、砥粒１１の頂点３２側で管理することができる。砥粒１１の
大きさに多少のばらつきがある場合であっても、頂点３２側で管理することで、砥粒１１
の突出高さをほぼ同じにすることができる。砥粒１１の突出高さを同じにすることで、高
い精度でワークを研削することができる。
【００２４】
　図３（ａ）に示すように、ワーク３３の研削作業は、砥粒１１の頂点３２がワーク３３
に接触するように、砥石３０をワーク３３に近づける。
　（ａ）のｂ部拡大図である（ｂ）に示すように、頂点３２を挟む２面は、刃物でいうす
くい面３５及び逃げ面３６の役割を果たす。頂点３２を挟む２面が、すくい面３５及び逃
げ面３６の役割を果たすことで、ワーク３３を効率よく研削することができる。
【００２５】
　尚、本発明に係る砥石３０は、第２の面１９を逃げ面３６としたが、第２の面１９をす
くい面とすることも可能であり、実施例に限定されるものではない。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明の砥石は、シリンダブロックの研削に好適である。
【符号の説明】
【００２７】
　１１…砥粒、１２…仮台、１３…台、１４…接着剤、１６…（仮台の）上面、２５…め
っき層、３０…砥石。
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